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判断の判例
〇回数が少なく様子見
△回数が多い、要監視を行う。
？単体連続故障：理由あり。
▲要調査
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３－２－１ 〇〇支店_ｘｘｘｘ-ｘｘ, IP=xx.xx.xx.xx

１月のデータ

1/17（火）のデータ

1/17（火）の16時代データ

アクションが必要

（１） アラームが多数発生し、現状では意味のない監視になっています。

閾値の変更等実施 例：timeout となる時間を 1秒 ⇒ ３秒に

（２） お客さまにヒヤリング 通信に問題があると考えられます。

（３） 別グループにして、特別監視。Ping間隔を縮めます。

〇〇支店_xxx-xxx     g3(g3)  xx.xx.xx.xx 
〇〇支店_yyy-yyy     g3(g3)  yy.yy.yy.yy も同じ状況
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悪いと推測されるポイントについては、アクションを打って改善を図っていきます。



５．アクション アクション（推奨）項目 及び 要監視ポイント及び内容
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５－１ 次の３拠点

（１） お客さまへのヒヤリング ⇒ ヒヤリング時点で改善ができそうなことは、直ぐに実施
（２） 別グループ（グループ１１）に登録して、

timeout 値 を ３秒
ping の間隔を ３秒毎にして 特別監視を行う。

５－２ 次の５拠点

（１） 別グループ（グループ１２）に登録して、
ping の間隔を ５秒毎にして 特別監視を行う。

５－３ 遅延の設定値の変更
１月については、遅延のアラームが０であった。 遅延をシビアにみると、故障の兆候の事前把握、お客さまの使

い勝手の把握ができるので、遅延アラームが出過ぎない範囲で、閾値をシビアにして改善を継続させる。

【現状の設定】
遅延の閾値 1,000ms、 遅延で警告とみなす連続回数 3 回
↓
【閾値の変更案】
遅延の閾値 500ms、 遅延で警告とみなす連続回数 3 回
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